
　愛知県では、この人権週間に併せて、人権週間広報、人権ハートフルフェスティバルの開催、人権啓
発ラッピングバスの運行、あいち人権啓発プラザでの企画展など、さまざまな啓発事業を実施します。
　この機会に、あなたの身の周りの人権問題について考えてみませんか。

　平成22年度の愛知県の人権週間広報は、「気づかないフリをされた。傷つかないフリして笑った。」
をテーマに、ポスター、ラジオＣＭ、新聞広告など、さまざまな啓発を行います。
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　「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々と
が達成すべき共通の基準として、昭和23年（1948年）12月10日の第3回国際連合総会において採択され、
本年で62周年を迎えます。
　国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー」と定め、加盟国に対し、人権
擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
　国内では、１２月４日から人権デーまでの１週間を「人権週間」と定め、全国的な啓発活動が行われています。
　平成22年度は、「みんなで築こう 人権の世紀　～考えよう 相手の気持ち　育てよう 思いやりの心～」を
啓発重点目標としています。

■平成22年度人権週間ポスター　（県内の公共施設、ＪＲ・名鉄主要駅などで掲示します。）

人権週間広報

このコードを活字文書
読み上げ装置に読みと
らせることで、各紙面の
主な内容について、音声
を出力します。

音声コード対応
パンフレットです。

愛知県県民生活部
県民総務課人権推進室


